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教育支援・防災・外国人共生・＋新たな挑戦 
⑴教育バウチャーの試行実施について
前提！：令和9年度から事業開始予定！
目的！：所得格差が教育格差につながる現状の
是正（子どもたちの可能性を潰さないため）。
提言！：本件は私の公約のひとつ。試行実施の
ため定性・定量両面で評価し、柔軟な改善を。
市の回答★：検証結果を踏まえ改善点を探り子
どもたちの背中を押す取り組みへ発展させる。
※ギフテッド教育に関しても、確認と丁寧な対
応や独自の取り組みの発展を依頼。
⑵生涯スポーツ＆eスポーツ等の振興について
主張！：eスポーツ＆マインドスポーツの可能
性⇒世代間交流／新たなコミュニティづくり／

健康増進（脳の活性化）／障害者との交流／施
設の制約が小さい（場所を取らない）
⇒これらは広義では生涯スポーツに含まれる。
市の回答★：可能性は大いにある。市としてど
う進めるか研究していく。
⑶防災に関する情報発信や意識向上について
前提！：市民の83％が防災対策をしているが、
原則在宅避難の認識は20％程度に留まる見込み。
今後は？：市の公式LINEを活用した周知施策
を検討中。⇒ただ実施するのではなく、効果的
に興味関心から理解促進まで可能なようPDCA
を回して改善を進めていくことを提案。
市の回答★：市民にとって有益なものになるよ

う、今後つくり上げていきたいと考えている。
⑷国分寺市における外国人との共生について
現状！：市内の外国人はコロナ後に急増中。約
2年半で日本人600人増加に対し外国人900人増
加。国分寺市の外国人比率は2．76％（小平市
3．2％／立川市3．3％／府中市2．6％／川口市8．7％）
課題は？：日本語支援の人的リソース不足が進
んでおり、家族呼び寄せで母国語しか話せない
場合の支援が難しくなると考える。⇒日本語を
習得した外国人を「次の外国人の日本語教師」
として採用するモデルの可能性を提言。

並木公民館・図書館の休館対策は全庁的に！ 
Ｑ「認知症施策推進計画」の策定は、当事者や
ご家族の声の反映を。Ａ当事者グループへ出向
き、計画や施策の説明、ヒアリングを実施予定。
Ｑ委託で実施の「おれんじ（認知症）Cafe」の
参加が少ない。民間も含め特徴ある取組が地域
にあると参加しやすい。広報の工夫を。Ａ拠点
を掲載したマップを作成し、情報の見える化で、
参加や新たなカフェ開催の動機づけにつなげる。
Ｑ新町一丁目緑地は、まとまった緑が残る貴重
な樹林地。緑と公園課と障害福祉課が管理する
土地が隣接するが、一団の心地よい空間として
維持管理を。Ａ市民懇談会で、管理境も含め貴
重なご意見を多く得た。関係課と共有検討を進

め、整備基本案を説明会に示し円滑に進めたい。
Ｑ光町の大規模開発に、住環境や教育環境等へ
の影響を懸念する声がある。工事中の事故への
不安も大きい。住民に寄り添った対応を。Ａ不
安な気持ちをしっかりと伺う。安全確保の徹底、
地域住民への丁寧な説明、住民と約束した事項
については必ず厳守するように事業者へ伝える。
Ｑ民有地の緑が減少。市の財産として公有化の
検討を。Ａ保全はしたい。寄付や土地買取り希
望等の情報を入手した際は、財政や周辺の状況、
今後の管理も踏まえ、公有化について対応する。
Ｑ並木公民館・図書館が、2026年10月より改修
工事に伴う約1年半の休館になる。利用団体が

活動を継続できるように、小・中学校や民間の
空きスペースも含め、利用可能な施設の情報収
集を。Ａ市内全域の施設を分散して利用いただ
けるように情報収集し、学校施設も可能な範囲
でご案内できるように丁寧に対応する。
Ｑ15年も据え置かれた日中一時支援事業の委託
単価見直しを求めてきたが検討状況は。Ａ見直
しは必要。来年度の改定に向けて進めていく。
Ｑ第六小学校のプールが解体された。これを機
に、狭くて危険な西側の歩道の拡幅を。Ａ交通
事情や特性を確認、関係部署と連携し考える。
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次回の定例会
〈令和8年第1回〉

閉会中の委員会（予定）

1月19日（月）	 議会運営委員会
1月23日（金）	 �公共施設等総合管理	

特別委員会
1月27日（火）	 建設環境委員会
1月30日（金）	 厚生文教委員会
2月5日（木）	 総務委員会
2月18日（水）	 �代表者会議／	

議会運営委員会

詳しくは、市議会HPへ
（1月中の委員会は終了しています）

議会を傍聴しませんか

・�開催日当日、市役所5階議事堂で受付
しています

・�盲導犬、聴導犬、介助犬と一緒に傍聴
できます

・�手話通訳・要約筆記をご希望の方は、
事前にご連絡ください

請願・陳情の提出
どなたでも行政等に対するご要望を請願・
陳情として提出できます。

・資産等報告書
　→ 政策法務課（市役所4階）
・政務活動費の収支報告書
　→ 議会図書室
　　 �市HPの電子オープナー 

（情報提供システム：JooHoo）
　　 市議会HP

【第1回定例会締め切り】

詳しくは、市議会HPへ

1次：2月2日（月）
2次：3月17日（火）

※17時までに
議会事務局へ持参

資産等報告書、政務活動費の
収支報告書を公開しています

【閲覧できるところ】

問い合わせ 国分寺市議会事務局

〒185-8501
国分寺市泉町二丁目2番18号
pp042-325-0111（代）
pp042-312-8706（議会事務局直通）
vv042-327-1426

　市議会では、お子さまと一緒に傍聴できる「親子傍聴席」をご用意しています。
　親子傍聴席は、議場とガラスで仕切られた個室となっており、室内ではスピーカーを通
して議場内の音声をお聞きいただけます。さらに、議場内の様子をモニターで確認するこ
とができるほか、4人掛けのベンチシートを設置しています。
　また、市役所5階北側に赤ちゃん休憩室も設置されていますので、小さなお子さま連れ
の方もお気軽にお越しください。
※親子傍聴席は、12歳までの児童及び乳幼児並びにその保護者の方が利用できます。

親子傍聴席 小さな
お子さまを

連れての傍聴
大歓迎です！

2月20日（金）
9：30開会予定


